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（2）奈良県環境影響評価条例 令和5年10月1日現在

根 拠 法 令 奈良県環境影響評価条例 担当課 環境政策課 生活環境係

担当係 0742-27-8734

制度の概要 土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者が、事業の実施にあた

りあらかじめ環境影響評価を実施する。

目 的 事業の実施に際し、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされる

ことを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資するこ

とを目的とする。

対 象 地 域 県内全域

規 制 内 容 対象事業の実施が環境に及ぼす影響について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び

評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、こ

の措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価する。

対象事業の種類及び規模要件 ※詳細については施行規則別表第一参照

1 道路の新設･改築 一般国道・県道・市町村道：4車線以上・長さ7.5km以上

林道：幅員6.5m以上・長さ15㎞以上

2 ﾀﾞﾑの新築 貯水面積50(20*)ha以上

3 鉄道の建設･改良 長さ7.5km以上

4 工場の設置･変更 製造業､ガス供給業又は熱供給業のうち次のいずれかに該当するもの

(1)敷地面積 15ha以上(工業団地に設置されるものは除く｡)

(2)排出ｶﾞｽ量 1時間当たり4万㎥以上

(3)排出水量 1日当たり5千㎥以上(冷却水にあっては1万㎥以上)

4の2 太陽光発電施設 太陽光発電施設設置区域の面積が5ha以上

の設置･変更

5 廃棄物の処理施設 (1)最終処分場 埋立面積が3ha以上

の設置･変更 (2)焼却施設 1時間の処理能力が8t以上

(3)し尿処理施設 1日の処理能力が100kl以上

6 ｽﾎﾟｰﾂ又はﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 実施区域の面積が50(20*)ha以上

施設の設置･変更

7 土地区画整理事業 施行区域の面積が50(20*)ha以上

8 住宅団地造成事業 実施区域の面積が50(20*)ha以上

9 工業団地造成事業 実施区域の面積が50(20*)ha以上

10 土石の採取 認可区域の面積が3ha以上

11 上記の他奈良県 4、6～9のうちいずれか二以上の事業を併せて一の事業として行う

規則で定める事業 複合事業：規則で定める規模以上のもの

*は指定地域内で実施する場合の規模を示す｡指定地域とは、次に掲げる地域をいう。

(1) 自然公園法の国立公園及び国定公園の区域

(2) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の歴史的風土保存区域

(3) 都市計画法の風致地区

(4) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の近郊緑地保全区域

(5) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特別保護地区

(6) 奈良県立自然公園条例の奈良県立自然公園の区域

(7) 奈良県自然環境保全条例の奈良県自然環境保全地域、景観保全地区及び環境保全地区
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手続のフロー図 奈良県環境影響評価条例の規定による手続

※1 H26年4月より、条例改正により方法書説明会の開催、関係図書の電子縦覧、事業完了時の
報告書の作成・公表が義務化されました。

※2 H27年4月より、事業計画の検討の段階で環境配慮を行う計画段階配慮書手続が義務化され
ました。

住民 事業者 知事 市町村長

事業計画

方法書作成

公告縦覧

方法書説明会 ※1

意見書

意見概要

意見書

環境影響評価
調査・予測・評価
保全措置の検討

準備書作成

公告縦覧

準備書説明会

意見書

意見概要・事業者見解

意見書

評価書作成

公告縦覧

許認可等

着手届

事業の実施

環境保全措置

環境保全措置等の報告

完了届

報告書作成 ※2

事後調査

事後調査報告書

送付

縦覧

出席

提出

送付

送付

送付

縦覧

出席

提出

送付

送付

送付

縦覧

届出

報告

届出

公表 送付

送付

意見書

環境審議会意見

意見書

環境審議会意見

送付

答申

答申

送付

配慮書作成

公告縦覧

意見書

意見概要

意見書

送付

縦覧

提出

送付

送付
意見書

環境審議会意見

送付

答申

※2


